
冬期休日夜間診療

冬期小児休日診療のお知らせ

　インフルエンザなどが猛威を振るう冬期、休日
や夜間の急な発熱などの急病に備え、休日夜間診
療・小児休日診療を実施します。

問合せ　健康増進課☎（42）8421・（42）2130

■こまめに 手洗い 感染症予防
　冬期に流行しやすいインフルエンザ・ノロウィルスなどの
感染症を予防するために共通して重要なことは「こまめに、正
しく手を洗うこと」です。

▼正しい手洗いのポイント
　①せっけんなどをしっかり泡立てる
　②手のひらだけではなく、手の甲や指先、爪の間、指の
　　間もしっかりとこする
　③流水でしっかりすすぎ、清潔なタオルなどで拭き取る
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12月19日（木）

午前
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12月20日（金）
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向
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４
丁
目

■冬期休日夜間診療
　診療期間　12月1日～令和2年3月15日の日曜、
　　　　　　祝日、年末年始（12 月 31 日～令和 2年
　　　　　　1月 3日）
　診療時間　午後 7時～ 10 時
　診療科目　内科
■冬期小児休日診療
　診療期間　12月29日、30日、令和2年1月5日～
　　　　　　3月15日の日曜、祝日
　診療時間　午前 9時～正午
　診療科目　小児科

※詳細は、毎月の本紙裏表紙または、市ホームページを
　ご確認ください。
※必ず医療機関に電話照会の上、受診してください。
※お薬を飲んでいる場合は、お薬手帳を持参してくださ
　い。
※周囲に感染症をうつさないために、発熱・発疹の症状
　がある場合は、予め申し出ましょう。
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収
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な
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コ
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令和元年分税務説明会
問合せ　春日部税務署☎ 048(733）2111
　　　　※自動音声案内の「2」をお選びくだ
　　　　　さい。税務署の担当部署におつ
　　　　　なぎします。

■年末調整説明会
　　と　き　11 月 19 日（火）午前 10 時～正午
　　 午後 2時～ 4時
　　ところ　春日部市民文化会館小ホール
■青色申告決算説明会
　　と　き　12 月 12 日（木）午後 1時 30 分～ 4時
　　ところ　幸手市商工会館 2階会議室
■白色申告決算説明会
　　と　き　12 月 4 日（水）午前 10 時～正午
　　ところ　春日部市民文化会館 3階中会議室 1
　　と　き　12 月 17 日（火）午前 10 時～正午
　　ところ　ふれあいセンター久喜会議室 1～ 3

▼
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前
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成
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／
午
後
１
時
30
分
～
３
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／
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で
き
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す
。

※
ご
自
身
で
作
成
で
き
る
場
合
は
、
来
場
の
必
要
は
あ
り
ま

　

せ
ん
。

農業所得収支内訳書
事前作成会

　令和元年中に農業収入がある
人のうち、ご自身で農業所得収
支内訳書の作成が困難な人を対
象に事前作成会を開催します。
問合せ　税務課
　　　　☎（43)1111 内線 133
　　　　　　　　　　（43)1125
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【面接相談】
▼不妊専門相談センター（予約制）
　専門医が面談形式で相談にお答えします。
※土曜、日曜、祝日、年末年始を除く。
予約電話　☎ 049(228)3674
　　　　　月～金曜日午後 2時～ 4時 30 分
面接相談　毎週火曜・金曜日午後 4時～ 5時
　　　　　30 分
と こ ろ　埼玉医科大学総合医療センター
　　　　　（川越市鴨田 1981）
【電話相談】
▼妊娠・不妊・不育症に関する電話相談
　助産師が電話でお話を伺います。
※土曜、日曜、祝日、年末年始を除く。
専用電話　☎ 048(799)3613
相談日時　毎週月曜・金曜日午前 10 時～午
　　　　　後 3時／第 1・第 3土曜日午前 11
　　　　　時～午後 3時、午後 4時～ 7時　　　
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
※幸手保健所でも、不妊を含む女性の健康に
　関する相談を行っております。
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け
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※
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※年中無休（返信に
　２日ほどかかる
　場合があります）。

※「にんしん SOS
　埼玉」で検索。

年

中

無

休

24
時
間
受
付

■救急車？病院？迷ったら！

　　♯７１１９　埼玉県救急電話相談

■埼玉県 AI 救急相談開始
　スマホで右の QRコードを読込むか、「埼玉
県 AI救急相談」で検索し、チャット形式で気
軽に相談！
※突然のけがや体調の変化に対し、アドバイ
　スを行うもので、医療行為ではありません。
※ #7119 でつながらない場合は、☎ 048(824)4199におかけ
　ください。

■適正受診にご協力を！
　軽症にも関わらず、休日や夜間に救急外来を受
診すると…、緊急性が高い重症患者の治療に支障
が出たり、医師や医療スタッフの負担が増えるこ
とで、救急医療の現場が疲弊してしまいます。
▼私たちにできること
　①急病などのやむを得ない場合を除いては、
　　診療時間内に受診する
　②かかりつけ医をもつ
　③日ごろから、健康管理を心がける


